
 

清流の国ぎふ憲章  

 ～ 豊かな森と清き水  世界に誇れる 我が清流の国  ～ 

 

 

岐阜県は、古来、山紫水明の自然に恵まれ、世界に誇る伝統
と文化を育んできました。豊かな森を源とする「清流」は、県内をあま
ねく流れ、里や街を潤しています。そして、「心の清流」として、私たち
の心の奥底にも脈々と流れ、安らぎと豊かさをもたらしています。 
私たちの「清流」は、飛騨の木工芸、美濃和紙、関の刃物、 

東濃の陶磁器など匠の技を磨き、千有余年の歴史を誇る鵜飼  
などの伝統文化を育むとともに、新たな未来を創造する源になって
います。 
私たち岐阜県民は、「清流」の恵みに感謝し、「清流」に育まれ

た、自然・歴史・伝統・文化・技をふるさとの宝ものとして、活かし、
伝えてまいります。 
そして、人と人、自然と人との絆を深め、世代を超えた循環の 

中で、岐阜県の底力になり、１００年、２００年先の未来を築いていく
ため、ここに「清流の国ぎふ憲章」を定めます。  

 

 

「清流の国ぎふ」に生きる私たちは、 
 

   知  
清流がもたらした 

自然、歴史、伝統、文化、技を知り学びます 
 

   創  
ふるさとの宝ものを磨き活かし、 

新たな創造と発信に努めます 
 

   伝  
清流の恵みを新たな世代へと守り伝えます 
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